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令和５年度 国立市下水道事業会計予算 

 

 （総則） 

第１条 令和５年度国立市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

  

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１） 年間処理水量                １０，６１４，２００ｍ3 

 （２） 一日平均処理水量                  ２９，０８０ｍ3 

 （３） 主要な建設改良事業 

    イ 管路建設改良費               ８４２，１９５ 千円 

    ロ 流域下水道建設費負担金           ２８３，２７４ 千円 

  

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

                 収   入 

 第１款 下水道事業収益              １，９５９，８３２ 千円 

  第１項  営業収益               １，２７２，２７３ 千円 

  第２項  営業外収益                ６７１，８８１ 千円 

  第３項  特別利益                  １５，６７８ 千円 

                 支   出 

 第１款 下水道事業費用              １，８６３，９４０ 千円 

  第１項  営業費用               １，７４４，９７２ 千円 

  第２項  営業外費用                １１５，９６８ 千円 

  第４項  予備費                    ３，０００ 千円 

  

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額３５３，４５４千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額４８，８０３千円、当年度分損益勘定留保資金２７３，９６６千円、利

益剰余金処分額３０，６８５千円で補塡するものとする｡）。 

                 収   入 

 第１款 資本的収入                １，７０７，２９３ 千円 

第１項 企業債                   ９４３，０００ 千円 

第３項 負担金等                      ９６０ 千円 

第６項 補助金                   ５９９，０６９ 千円
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第７項 基金取崩収入                 ３６，０００ 千円 

第９項 その他資本的収入              １２８，２６４ 千円 

                 支   出 

 第１款 資本的支出                ２，０６０，７４７ 千円 

  第１項 建設改良費               １，１６４，２５７ 千円 

  第２項 企業債償還金                ７６８，０３１ 千円 

第５項 基金積立金                 １２８，４５９ 千円 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定め

る。 

事項 期間 限度額 

ストマネ（ポンプ場）改築工事 令和６年度 １７５，０００千円 

 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

 

 

公共下水道債 

 

 

流域下水道債 

 

 

 

千円 

 

６３０，４００ 

 

 

３１２，６００ 

 

 

 

証書借入れ 

又は 

証券発行 

年3.5％以内 

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

資 金 に つ い

て、利率の見

直しが行われ

た後において

は、当該見直

し後の利率） 

１．借入先 

財務省、東京都又

は銀行その他 

２．償還の方法 

据置期間を含み、

40か年以内の年賦若

しくは半年賦の元金

均等又は元利均等償

還とする。ただし、財

政その他の都合によ

り据置期間若しくは

償還期限を短縮し、

又は繰上償還若しく

は低利に借換えする

ことができる。 
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（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、１ ,０００，０００千円と定める。 

 

 （予定支出の各項目の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。 

（１）営業費用と営業外費用の間の流用 

（２）建設改良費と企業債償還金の間の流用 

 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれ

ばならない。 

 （１） 職員給与費                   ９５，９９９千円 

 

 （他会計からの補助金） 

第１０条 下水道事業に充てるため一般会計からこの会計へ補助を受ける額は、 

４９７，７１２千円である。 

 

（利益剰余金の処分） 

第１１条 繰越（又は当年度）利益剰余金のうち３０，６８５千円は、資本的収入額が

資本的支出額に対し不足する額の補塡に処分するものとする。 

 

 

 

   令和５年２月２２日提出 

 

東京都国立市長 永 見 理 夫   

 



 



 

 

 

 

 

 

令和５年度  

 

 

国 立 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 

 

説 明 書 
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令和５年度　

（単位：円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益 87,656,000
減価償却費 932,027,000
固定資産除却費 1,000
貸倒引当金の増減額（△は減少） 496,000
賞与引当金の増減額（△は減少） 156,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少） △594,000
長期前受金戻入額 △658,062,000
受取利息及び配当金 △205,000
支払利息 70,843,000
未収金の増減額（△は増加） 3,400,000
その他流動資産の増減額（△は増加） △103,000
未払金の増減額（△は減少） △14,445,500
小　　　　　計 421,169,500
利息及び配当金の受取額 205,000
利息の支払額 △70,843,000
業務活動によるキャッシュ・フロー 350,531,500

2 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △598,929,840
無形固定資産の取得による支出 △293,554,000
国庫等補助金による収入 536,337,000
分担金及び負担金による収入 873,000
その他による収入 128,264,000
基金取崩しによる収入 36,000,000
基金への積立てによる支出 △128,459,000
投資活動によるキャッシュ・フロー △319,468,840

3 財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 943,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △768,031,000
財務活動によるキャッシュ・フロー 174,969,000

資金に係る換算差額
資金増減額 206,031,660
資金期首残高 204,554,507
資金期末残高 410,586,167

国立市下水道事業　　予定キャッシュ・フロー計算書

(令和５年４月１日から 令和６年３月３１日まで)
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備考　手当及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

手

当

の

内

訳

本年度

前年度

比較

0

(千円)

15

比　較 △ 108 73 △ 180 0 211 △ 313 576 540

15

前年度 1,032 6,256 180 880 2,300 775 20,170 0

本年度 924 6,329 0 880 2,511 462 20,746 540

(千円) (千円) (千円)

区　分
扶養手当 地域手当 住居手当

管 理 職
手　　当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

時 間 外
勤務手当

通勤手当 期末手当 児童手当

△ 188 1,438

管理職員特
別勤務手当

14,345 94,561

799

－ 8,879 39,729 31,60813

0－ 228 599

80,216

1,626

(千円) (千円) (千円)

14,157 95,999－ 9,107 40,328 32,407 81,84213

(人) (人) (千円) (千円) (千円)

区 分

給与費明細書

法定福利費 合　計
特別職 一般職 報　酬 給　料 手　当 計

（１）総括

職　員　数 給　　　　与　　　　費
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　　ア　会計年度任用職員以外の職員

備考　この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で、予算の積算の基礎となったものについて記載

　　イ　会計年度任用職員

備考　この表は、報酬をもって支弁される会計年度任用職員で、予算の積算の基礎となったものについて記載

手

当

の

内

訳

本 年 度

前 年 度

比 較

比　較

4

前年度

△ 108

手

当

の

内

訳 73

4

0 228

地域手当 住居手当

1,032

1,817

△ 63

本年度

区　分

前年度

比　較

期末手当

(千円)

区 分

本 年 度

前 年 度

比 較

区 分

(千円)(千円) (千円) (千円)

△ 313

法定福利費 合　計

15

管理職員特
別勤務手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

区　分
扶養手当

管 理 職
手　　当

時 間 外
勤務手当

給　　　　与　　　　費

(千円)

合　計

0

15

職　員　数

10,696

165

10,861

10,696

(人)

165

9,107

8,879

報 酬 手 当

(千円)

計

(千円)

211△ 180

本年度 924 6,329 0

通勤手当 期末手当 児童手当

40,328 30,653 70,981

462 18,992 540880 2,511

9

(千円) (千円)

14,157

14,345

△ 188

85,138

83,865

1,273

1,754

10,861

(千円)

180 880 2,3006,256

639 540

775 18,353 0

1,754

0

1,817

△ 63

職　員　数

特別職

－ 0

給　　　　与　　　　費

給 料一般職

(人) (人)

－

－ 9 39,729 29,791 69,520

599 862 1,461

手 当 計

(千円) (千円) (千円)
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（２）給料及び手当等の増減額の明細

（３）職員（会計年度任用職員を除く。）の給料及び手当の状況

　　ア　職員１人当たり給与

平均昇給率 0.38%

48

4人

職員数

10月

昇給期

職員数の異動状況

9

9

0

人

人

人

一般行政職

383,362

483,581

52

349,625

424,108

その他の増減分 447

平均給料月額（円）

平 均 年 齢 （歳）

平均給料月額（円）

令和５年１月１日現在

平 均 年 齢 （歳）

区　　　　　　　　　分

手 当

令和４年１月１日現在

平均給与月額（円）

平均給与月額（円）

89

給 与 改 定 に
伴 う 増 減 分

月 数 改 正 分

6

504
等 の 変 動 分
職 員 構 成

504千円

勤 勉 手 当 支 給
制 度 改 正 に
伴 う 増 減 分

415

前 年 度

増 減

職 員 構 成
等 の 変 動 分

447千円

415千円

給 料

普 通 昇 給 に
伴 う 増 加 分

その他の増減分

区　　分
増 減 額

（千円）
増 減 事 由 別 内 訳

（千円）

599

862

説　　　明 備　　　考

本 年 度
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　　イ　初任給

　　ウ　級別職員数

　　（級別の標準的な職務内容）

185,200

一般行政職 部 長 課 長 課長補佐

計

２級

１級

係 長 主 任

4 44.5

9

100.0

22.2

22.2

33.4

４級

３級

２級

１級

計 9

11.1

1 11.1

3 33.3

構成比（％）
区　　　　　分

一般行政職

職員数（人）

５級

６級

11.1

主 事

令和５年１月１日現在

令和４年１月１日現在

５級

区　　　分 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

４級 11.1

３級

６級

1

1

3

2

2

1

100.0

区　　　　分 一般行政職（円）
国の制度

一般行政職（円）

令和５年１月１日現在

高 校 卒 152,200 154,600

大 学 卒 187,900
総合職 189,700

一般職

令和４年１月１日現在

高 校 卒 145,600 150,600

大 学 卒 183,700
総合職 186,700

一般職 182,200
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　　エ　期末手当・勤勉手当

　　オ　定年等退職に係る退職手当

　　カ　その他の手当

国立市の制度 国の制度

満16歳～満22歳の子がいる場合 満16歳～満22歳の子がいる場合

加算 加算

　※（　）内は、管理職の支給額 　※（　）内は、管理職の支給額

国立市の制度 国の制度

借家・借間 借家・借間

※35歳未満の職員のみ支給

国立市の制度 国の制度

55,000円 （限度） 55,000円 （限度）

（3,500円）

6,000円 （3,000円） その他 6,500円 （3,500円）

4,000円

子 10,000円

5,000円

子 9,000円

定年前早期退職
特 例 措 置
(2 ～ 20 ％ 加 算 )

28,000円 （限度）15,000円 （限度）

その他

6,500円

47.709

43.00

47.709

43.00

本　　年　　度

前　　年　　度

国　の　制　度

備 考
６月（月分） 12月（月分） 3月（月分）

有

有

支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計
　（月分）

職制上の段階、
職 務 の 級 等 に
よ る 加 算 措 置

有

2.10 2.20

区　　　　　分

支 給 率 等 23.00

区　 　　分
20年勤続の者 25年勤続の者

30.50

35年勤続の者

0.25

（月分） （月分） （月分） （月分）

最 高 限 度

4.55

2.05

2.20

2.15

2.20

0.25 4.45

4.40

通勤手当 異なる

住居手当 異なる

区 分
国の制度
との異同

そ の 他 の
加算措置等

備 考

定年前早期退職
特 例 措 置
(2 ～ 45 ％ 加 算 )

地域手当 同じ 15%

扶養手当 異なる

配偶者 6,000円 （3,000円）

差 異 の 内 容

国 の 制 度
（支 給 率 等）

24.586875 33.27075

配偶者
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千円 千円 千円 千円 千円 千円

左の財源内訳

154,377

企業債

20,600

その他

23

債務負担行為に関する調書

前年度までの
支出（見込）額

当該年度以降の
支出予定額

期間

令和６年度

期間 金額

事項

ストマネ（ポンプ場）改築工事

限度額

175,000

金額

175,000

国都支出金
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国立市下水道事業　　予定貸借対照表

（単位：円）

１.

( １)

イ 109,097,929

ロ 116,286,286

△ 20,931,766 95,354,520

ハ 18,900,277,686

△ 3,016,425,814 15,883,851,872

ニ 393,002,664

△ 97,595,698 295,406,966

ホ 1,352,779

△ 287,000 1,065,779

へ 386,877

△ 172,550 214,327

ト 898,744,295

17,283,735,688

( ２)

イ 0

ロ 3,597,311,399

3,597,311,399

( ３)

イ 1,120,008,315

1,120,008,315

22,001,055,402

２.

( １) 410,586,167

( ２) 107,103,000

△ 737,688 106,365,312

( ３) 182,000

517,133,479

22,518,188,881

そ の 他 流 動 資 産

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

未 収 金 貸 倒 引 当 金

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

現 金 預 金

未 収 金

無 形 固 定 資 産 合 計

投 資 そ の 他 資 産

基 金

建 設 仮 勘 定

有 形 固 定 資 産 合 計

無 形 固 定 資 産

地 上 権

施 設 利 用 権

工具、器具及び備品減価償却
累 計 額

建 物

建 物 減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

構 築 物 減 価 償 却 累 計 額

機 械 及 び 装 置

機械及び装置減価償却累計額

令和５年度   
（令和６年３月３１日）　　

資  産  の  部
固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

土 地

車 両 及 び 運 搬 具

車両及び運搬具減価償却累計額

工 具 、 器 具 及 び 備 品
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３.

( １)

イ 2,876,415,882

ロ 2,019,878,139

ハ 609,800,000 5,506,094,021

5,506,094,021

４.

( １)

イ 238,134,540

ロ 95,480,683

ハ 260,300,000 593,915,223

( ２) 349,513,682

( ３)

イ 6,421,000

ロ 1,150,000 7,571,000

( ４) 257,986

951,257,891

５.

17,927,868,325

△ 2,669,023,189

15,258,845,136

21,716,197,048

６. 512,965,106

７.

( １)

イ 96,982,261

ロ 147,024

ハ 694,631

97,823,916

( ２)

イ 191,202,811

191,202,811

289,026,727

801,991,833

22,518,188,881

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

資 本 剰 余 金 合 計

利 益 剰 余 金

当年度未処分利益剰余金

剰 余 金

資 本 剰 余 金

受 贈 財 産 評 価 額

負 担 金 等

補 助 金

長 期 前 受 金

長期前受金収益化累計額

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

資  本  の  部
資 本 金

賞 与 引 当 金

法 定 福 利 費 引 当 金

そ の 他 流 動 負 債

流 動 負 債 合 計

繰 延 収 益

未 払 金

引 当 金

企 業 債

公 共 下 水 道 債

流 域 下 水 道 債

資 本 費 平 準 化 債

固 定 負 債 合 計

流 動 負 債

企 業 債

公 共 下 水 道 債

流 域 下 水 道 債

資 本 費 平 準 化 債

負  債  の  部
固 定 負 債
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（単位：円）

894,546,000

352,901,000

226,000 1,247,673,000

213,767,000

24,522,000

119,061,000

372,728,000

932,383,000

1,000 1,662,462,000

414,789,000

173,000

5,872,000

646,562,000

2,000 652,609,000

75,709,000

20,953,280 96,662,280 555,946,720

141,157,720

15,678,000 15,678,000

0 0 15,678,000

156,835,720

68,048,091

その他未処分利益剰余金変動額 0

224,883,811

(1) そ の 他 特 別 損 失

当年度未処分利益剰余金

国 立 市 下 水 道 事 業 予 定 損 益 計 算 書令和４年度

(1) 下 水 道 使 用 料

（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）

1 営 業 収 益

(2) 雨 水 処 理 負 担 金

(3) そ の 他 の 営 業 収 益

2 営 業 費 用

(1) 管 渠 費

(2) ポ ン プ 場 費

(3)

(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金

総 係 費

(4) 流域下水道維持管理負担金

(5) 減 価 償 却 費

営 業 損 失

3 営 業 外 収 益

(6) 資 産 減 耗 費

6

(2) 他 会 計 補 助 金

(3) 長 期 前 受 金 戻 入

(4) 雑 収 益

特 別 損 失

当 年 度 純 利 益

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金

4 営 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息

経 常 利 益

(2) 雑 支 出

5 特 別 利 益

(1) そ の 他 特 別 利 益
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国立市下水道事業　　予定貸借対照表

（単位：円）

１.

( １)

イ 109,097,929

ロ 116,286,286

△ 15,698,766 100,587,520

ハ 18,900,278,686

△ 2,295,242,814 16,605,035,872

ニ 393,002,664

△ 73,196,698 319,805,966

ホ 1,352,779

0 1,352,779

へ 386,877

△ 67,550 319,327

ト 131,441,295

17,267,640,688

( ２)

イ 0

ロ 3,484,577,399

3,484,577,399

( ３)

イ 1,027,549,315

1,027,549,315

21,779,767,402

２.

( １) 204,554,507

( ２) 102,178,000

△ 241,688 101,936,312

( ３) 79,000

306,569,819

22,086,337,221

そ の 他 流 動 資 産

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

未 収 金 貸 倒 引 当 金

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

現 金 預 金

未 収 金

無 形 固 定 資 産 合 計

投 資 そ の 他 資 産

基 金

建 設 仮 勘 定

有 形 固 定 資 産 合 計

無 形 固 定 資 産

地 上 権

施 設 利 用 権

工具、器具及び備品減価償却
累 計 額

建 物

建 物 減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

構 築 物 減 価 償 却 累 計 額

機 械 及 び 装 置

機械及び装置減価償却累計額

令和４年度   
（令和５年３月３１日）　　

資  産  の  部
固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

土 地

車 両 及 び 運 搬 具

車両及び運搬具減価償却累計額

工 具 、 器 具 及 び 備 品
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３.

( １)

イ 2,485,070,882

ロ 1,806,006,139

ハ 870,100,000 5,161,177,021

5,161,177,021

４.

( １)

イ 351,456,540

ロ 112,106,683

ハ 300,300,000 763,863,223

( ２) 195,418,022

( ３)

イ 6,244,000

ロ 1,933,000 8,177,000

( ４) 257,986

967,716,231

５.

17,254,069,325

△ 2,010,961,189

15,243,108,136

21,372,001,388

６. 391,628,106

７.

( １)

イ 96,982,261

ロ 147,024

ハ 694,631

97,823,916

( ２)

イ 224,883,811

224,883,811

322,707,727

714,335,833

22,086,337,221

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

資 本 剰 余 金 合 計

利 益 剰 余 金

当年度未処分利益剰余金

剰 余 金

資 本 剰 余 金

受 贈 財 産 評 価 額

負 担 金 等

補 助 金

長 期 前 受 金

長期前受金収益化累計額

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

資  本  の  部
資 本 金

賞 与 引 当 金

法 定 福 利 費 引 当 金

そ の 他 流 動 負 債

流 動 負 債 合 計

繰 延 収 益

未 払 金

引 当 金

企 業 債

公 共 下 水 道 債

流 域 下 水 道 債

資 本 費 平 準 化 債

固 定 負 債 合 計

流 動 負 債

企 業 債

公 共 下 水 道 債

流 域 下 水 道 債

資 本 費 平 準 化 債

負  債  の  部
固 定 負 債
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（ 586 ） 

注記           
Ⅰ．重要な会計方針に係る注記 

国立市下水道事業会計については、令和２年度から地方公営企業法を適用し、地方

公営企業会計基準を適用して財務諸表等を作成している。 
   

１ 固定資産の減価償却の方法 
（１）有形固定資産  

・減価償却の方法 定額法による。 

・主な耐用年数 

建物 ５０年 

構築物 １０～５０年 

機械及び装置 １０～３０年 

車両及び運搬具 ４年 

工具、器具及び備品 ４～２０年 

（２）無形固定資産  

・減価償却の方法 定額法による。 

・主な耐用年数 

施設利用権 ４５年 

地上権 ５年 

 
２ 引当金の計上方法  

（１）退職給付引当金 
職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているた

め、退職手当に係る引当金の計上はしていない。 

（２）賞与引当金・法定福利費引当金 

職員の期末勤勉手当及びこれに伴う法定福利費の支給に備えるため、当

年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（１２月か

ら３月までの４か月分）を計上している。  

（３）貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能額を計上し

ている。 

 
３ 消費税及び地方消費税の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。 
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Ⅱ．予定貸借対照表等に関する注記 
１ 企業債の償還に係る他会計の負担 

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して

１年以内に償還予定のものを含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる金額

は３，５３８，００５千円である。 

 

Ⅲ．リース契約により使用する固定資産 

１ リース会計に係る特例措置 

（１）リース取引の処理方法 

地方公営企業法施行規則第５５条に規定するリース会計に係る特例を適

用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理による。 



 



 

 

 

 

 

 

令和５年度  

 

 

国 立 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 

 

説 明 書 資 料 
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